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触法者を親族にもつ子どもに関する研究
―児童相談所アンケート調査から見えてくるもの―

深谷　　裕　

１.はじめに

　本研究の目的は、触法者を親族にもつ子どもの実態と児童相談所等のかかわりに
ついて、アンケート調査により明らかにすることである。1)

　アメリカ、イギリス、オーストラリア等の欧米諸国においては、心理学、社会学、
社会福祉学、犯罪学等の領域において、1970 年代中頃から触法者を親族にもつ子
どもについての研究がなされてきた。その多くは、親が受刑している子どもの経
験を深く掘り下げて描く質的研究である（e.g. Bocknek, Sanderson, & Britner,2009; 

Boswell,2002; Henriques,1982）。これらの研究を通して、親の逮捕、勾留、受刑、
出所という一連のプロセスが、子どもやその扶養者に多様な社会的および情緒的困
難をもたらすことが示唆されており、親の受刑が子どもにもたらす影響を理解する
うえでの重要な端緒となっている。
　具体的には、親の勾留や受刑にともない、子どもたちは喪失感、ショック、悲しみ、
抑うつ、恐怖、怒り、不安、孤立感、罪悪感といったさまざまな心理的問題を抱え、
攻撃的行動、多動傾向、ひきこもり等の問題行動を呈しやすくなることが明らかに
なっている（Fishman,1983; Harm & Philips, 1998; Boswell 2002）2)。受刑だけでなく、
家宅捜索や逮捕時の経験もまた子どもに影響を及ぼすことが報告されている。たと
えばアーカンソー州で 192 人の受刑者を対象に行われた調査では、逮捕時に子ども
が側にいた者は全体の 40％であり、そのうち 27％のケースでは銃を突きつけられ
ていたことが明らかになっている（Harm & Philips, 1998）。このような逮捕時の出
来事により、フラッシュバックを含む PTSDの症状を呈する子どももいる（Philips 

& Zhao, 2010）。
　触法者の子どもたちが抱える困難の要因として、主に４つのことが指摘されてい
る。１つ目は社会的スティグマである（Condry,2007; Cunningham,2001）。社会的ス
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ティグマにより触法者の子どもたちは「強いられた沈黙」を余儀なくされることが
ある（Arditti,2005）。他者に助けを求めたくても「犯罪者の子ども」というラベル
を恐れ、自分の置かれている状況を説明することができず、結果として、子どもを
含め残された家族が孤立したり、いじめの発生につながることがある（Nesmith & 

Ruhland,2008）。
　２つ目は、親が受刑していることや親が行った触法行為について、正直かつ子ど
もの発達段階に適した説明がなされていないことがある。アメリカやイギリスにお
ける研究では、父親が受刑している多くの子どもが、父親の正確な居場所を伝えら
れていなかったり、事実とは異なる説明をされていることが明らかになっている
（Morris,1965; Shaw, 1992）。しかし、２～７歳までの子どもを対象にした調査では、
受刑中の母親の不在について、情緒的にオープンで発達段階に適した説明を受けた
子どもは、その他の子どもよりも代理の養育者に対してより安定した愛着形成を遂
げる傾向があることが報告されている（Poehlmann,2005）。
　３つ目は、受刑中の親との接触が断たれることである。アメリカの一部の受刑者
は家族と電話で連絡を取っているが、高い電話代により実質的には制限がある。ま
た面会も遠方の場合は交通費が負担になったり、学校に通う子どもと面会時間が重
なっており難しいこともある。さらに、養育者の意向により、受刑者と子どもとの
連絡が断たれている場合も多い（Arditti, Smock, & Parkman,2005）。他方で、刑務所
の面会環境の不適切さが指摘されている。子どもにとっては刑務所は快適な場所と
は言えず、待ち時間の長さや、刑務官の対応、警備の物々しさ等が子どもにとって
は苦痛になることが少なくない（Arditti,2005）。日本のように身体的な接触が禁止
されている刑務所もあり、多くの刑務所の面会環境は親子の紐帯を強められるよう
な環境とはほど遠いのが実情と言えよう。実際、Poehlmann (2005)による研究では、
受刑中の母親を訪ねた幼い子どもは、訪ねていない子どもよりも母親に対する愛着
が不安定になる傾向がみられている。
　４つ目は、養育環境の変化と養育の質の低下である。受刑により養育者は抑うつ、
孤立感、怒り、不安といった負の感情を抱くだけでなく（Noble,1995）、経済的困
窮に陥ったり、人間関係の変化、転居や転職を余儀なくされる等の物理的環境変化
により強いストレスを経験すると言われている（Morris,1965）。このことによって、
子どもへの配慮が散漫になり、ニーズを満たせなくなることがある（Murray,2005）。
　さらに、触法者が受刑している間に、残された家族は新たな役割や環境に適
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応しているため、出所後の家族再統合に問題が生じることもある（McDermott & 

King,1992; Morris,1965）。とくにアメリカでは 1990 年代のはじめ頃から刑務所内に
おける職業プログラムや教育プログラムに対する予算も、保護観察予算も大幅に削
減されたため、出所後の就職が困難になり、このことが家族の再統合をより難しく
しているという（Petersilia,2003）。
　これらの複合的な要因により、触法者を親にもつ子どもたちは、長期に渡る悪影
響を被ると考えられているが、このような状況に対して、諸外国の一部の地域では
心理的社会的な側面からの支援が提供されている（深谷 , 2013）。受刑者の増加と
科学的証拠に基づくサービス提供の潮流を背景に、アメリカでは触法者の子どもと
その養育者を対象にしたコミュニティ・プログラムの効果測定も行われるように
なった（Miller,et.al.,2012; Miller,et.al., 2013）。
　一方、日本においては、触法者を親族にもつ子どもについての研究は実施されて
おらず、その実態が明らかにされていない。その背景として、これまで触法者の家
族をとらえる視点が、専ら「原因としての家族」や「再犯防止要因としての家族」
というものであり、「支援対象者としての家族」という視点が不足していたことが
挙げられる（深谷 , 2013）。また、日本においても Arditti (2005)がいうような「強
いられた沈黙」により、触法者の家族が自らの抱える問題を表明できない状態に置
かれている可能性が高い。子どもの健全な発達と良好な親子関係の構築という意味
では、彼らの置かれている実態を明らかにする必要がある。
　そこで本研究では、児童相談所がかかわった事例を通して、触法者を親族にもつ
子どもが置かれている状況を明らかにするとともに、彼らに対する児童相談所や学
校の対応と課題について検討していく。

２.方 法

　2013 年８月に全国の児童相談所（支所・分室を含む）226 ヶ所に調査票複数部
を郵送で配布した。回答期間は約１ヶ月半である。児童の氏名は無記名にし、個人
が特定されないよう配慮した。また、2013 年４月１日時点で対応しているケース
について回答を依頼した（同一家族内に触法者が２名以上いる場合は調査票を分け
て記入するよう依頼している）。さらに、結果は統計的に処理するため、事例とし
て公表されることはないことを伝えた。調査票の主な内容は以下の通りである。各
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項目についての単純集計を算出した。
① 共通票：児童の年齢、性別、紹介元、初回インテーク時期、主訴、児童と触法
者との親族関係、触法者の年齢、逮捕時期、逮捕頻度、触法行為の内容、児童
と触法者との虐待関係の有無、児童の問題行動、児童の心理的傾向、2013 年４
月１日時点での触法者の状況（刑事施設入所中かそれ以外か）

② Ａ票（刑事施設入所中の場合）：児童への説明の状況、説明者、児童と触法者と
の接触頻度、服役に対する児童の認識、児童の実質的扶養者、実質的扶養者の
経済状況、触法者から家族に向けた連絡頻度（手紙等）、児童から触法者に向け
た連絡頻度（手紙等）、教育機関との情報共有、児童に対する学校側の対応、出
所後の家族生活に対する実質的扶養者の意向、出所後の家族生活に対する児童
の意向、自由記述

③ B票（保護観察、執行猶予、刑の執行終了等）：児童の実質的扶養者、実質的扶
養者の経済状況、児童と触法者との接触頻度、児童への説明の状況、説明者、
触法行為に対する児童の認識、教育機関との情報共有、児童に対する学校側の
対応、自由記述

３.結 果

　226 ヶ所中 85ヶ所からの回答が得られた（回収率 37.6%）。そのうち７ヶ所では
2013 年４月１日段階で該当ケースが無く、78 ヶ所において該当ケースがあった。
有効回答ケースは 389 である（内、５ケースは重複。いずれも家族内に２名の触法
者がいた）。

①共通票について
　子どもの平均年齢は 9.60 歳であり、性別は男性 206 名（53％）、女性 182 名（46.8％）
であった（無回答１名）。児童相談所への紹介元を表１に示した。警察が最も多く
（37.3％）、次いで親族（24.7％）、福祉事務所および市町村（13.9％）となっている。
子どもと触法者との関係では、実母が 60.2％で実父が 30.1％であった。触法者の年
齢は平均38.20歳（SD=±8.79）である。逮捕時期は、「児童相談所による初回インテー
クの後」が 42.9％、「逮捕とほぼ同時期」が 37％であったが、あらかじめ逮捕によ
り養育者が不在となることが判明しているため、逮捕に先立って児童相談所に連絡
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表１　子どもの紹介元
　紹　　介　　元 n %
親族 96 24.7 
警察 145 37.3 
麻薬取締部 2 0.5 
学校 17 4.4 
福祉事務所、市町村、保健センター 54 13.9 
医療機関 17 4.4 
近隣 10 2.6 
矯正施設 6 1.5 
他県児童相談所 17 4.4 
その他 11 2.8 
親族と警察 1 0.3 
親族と福祉事務所等 1 0.3 
学校と福祉事務所等 2 0.5 
無回答 10 2.6 
合計 389 100.0 

図１　触法行為の内訳

をしている場合もあり、逮捕をきっかけに児童相談所に紹介されるケースは実質的
にはもう少し多い可能性も否めない。触法者の逮捕頻度は１回が 33.2%、複数回が
42.2％であり、過去にも触法行為を行っている場合が少なくないことがわかる。直
近の触法行為の内容をみると（図１）、覚せい剤取締法違反をしている者が 36.8％
と最も多く、次いで窃盗（25.4％）、傷害（12.3％）、詐欺（7.2％）となっている。
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図２　子どもの問題行動

　
　触法者からの虐待行為の有無については、逮捕理由は虐待ではないが、触法者か
ら虐待を受けていた可能性があるケースが 37.3％と最も多く、逮捕理由が虐待であ
り児童が被害者であるケース 7.7％、他の親族が虐待されていたのを目撃した可能
性のあるケース 9.5％と合わせると、約半数の児童が虐待の被害に直接的に遭って
いたり、虐待現場を目の当たりにしている可能性が高いと考えられる。
　逮捕以降に気がついた児童の行動面での特徴を尋ねたところ、問題行動が「ない」
という回答が 69.7％であり、「ある」という回答は 29.3％であった。「ある」（114 ケー
ス）場合の具体的な問題行動をみると（図２）、他害行為が 31.6％にみられ、不登
校が 35.1％にみられている。 
　一方、逮捕以降の心理的な傾向については、心理的な問題が「ある」という回
答が 40.1％、「ない」というケースが 57.3％であった。心理面での傾向として具
体的に挙げられている内容を図３に記した。不安が 55.8％、攻撃性 34.6％、反抗
26.9％、怒り 21.8％であった。
　触法者の４月１日時点での状況は、「刑事施設にて勾留中または服役中」が 179
ケース（46％）、「執行猶予中」や「保護観察中」であったり、あるいは「刑の執行
が終了」している者が 210 ケース（54％）であった。

44  

0  2  4  4  6  8  10  11  

40  
36  

0  

10  

20  

30  

40  

50  

 

 

 

   

  

 

 

 



－ 117 －

触法者を親族にもつ子どもに関する研究
―児童相談所アンケート調査から見えてくるもの―

図３　子どもの心理的問題

②Ａ票について：触法者が刑事施設にいる場合（179 ケース）
　該当する 179 ケースについて、子どもの養育者は児童養護施設や里親等の社会的
養護が 137 名（76.5％）と半数以上を占めていた。その他、実母 11.2％、祖母 7.3％
となっている。養護者が社会的養護以外の場合の経済状況は、「厳しい」という回
答が半数を上回っていた（57.5％）。
　触法者が勾留・服役していることについてどのように児童に説明しているかを尋
ねたところ、「事実を正直に話している」が 39.7％、「事実は伝えておらず、虚偽の
説明をしている」が 20.7％、「特に何の説明もしていない」が 30.2％であった（表２）。
子どもに何らかの説明をしている場合の説明者は（多重回答）、養育者が 36.1％、
児童相談所職員が 35.2％、施設職員が 15.7％、親族が 15.7％であった。中には、子

表２　子どもへの説明状況（刑事施設入所中）
n %

勾留・服役している事実を児童に正直に話している 71 39.7 
児童に事実は伝えておらず、虚偽の説明をしている 37 20.7 
児童には、とくに何の説明もしていない 54 30.2 
不明 17 9.5 
合計 179 100.0
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ども本人が逮捕現場にいたというケースもあった。一方、親族の触法行為に対する
子どもの認識については、「気づいていると思う」が 43％、「気づいていないと思う」
が 41.9％、「どちらともいえない」が 14％であった。
　勾留・服役中の触法者と子どもとの直接的な接触頻度は、無しが 71.5％で最も多
く、不明が 14％、年１～３回が 6.7％であり、子どもと触法者との間に拘置所や刑
務所での面会等、直接的な接触がほとんど無いことがわかる。また、手紙等のやり
とりについては、触法者から家族に向けた連絡は 54.2％のケースで見られるのに対
し、子どもから触法者に向けた連絡があるケースは 29.6％にとどまっている。ただ
し、触法者からの手紙を子どもに見せるかどうかは養育者や児童相談所の判断が入
るため、必ずしも子どもの手元に届くわけではない。
　また、児童相談所と学校との連携について尋ねている。表３は親族に触法者がい
ることを学校側に伝え連携をしているかという問いに対する回答である。学校側と
の情報共有と連携が場合によっては行われていないことがわかる。また、学校側
の対応については「児童の家庭環境に配慮し、児童に積極的に関わっている」が
34.1％、「不明」が 25.7％、「学校側が児童に積極的に関わっている様子はあまりみ
られない」が 12.8％であった。
　触法者が出所した後の生活についての扶養者・養育者の意向については、「児童
と同居希望」が 48.6％と最も多かった。また、子どもの意向については「不明」が
65.5％と最も多く、次いで触法者との同居希望が 25.1％であった。子どもに触法行
為や触法者の居場所について正直に話していない場合もあるため、子どもは親族が
行った触法行為について理解した上で同居を望んでいるのかは定かではない。また、
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表３　児童相談所と学校との連携（刑事施設入所中）
n %

親族に触法者がいることは、学校側には伝えておらず、連
携もほとんどしていない 34 19.0 

親族に触法者がいることを学校側に伝えてはいないが、連
携はしている 32 17.9 

親族に触法者がいることを学校側に伝え、連携している。 61 34.1 
未就学 45 25.2 
無回答 7 3.9
合計 179 100.0 



触法者本人や養育者や子どもが同居を望んでいるからといって必ずしも出所後に同
居が出来るわけではなく、触法者本人が安定した社会生活を営めるようになったと
判断されてはじめて同居の可能性が模索される。

③B票について：触法者が地域にいる場合（210 ケース）
　触法者が地域にいる 210 ケースについても、子どもの養育者は社会的養護が 138
名（65.7％）と半数以上を占めていた。その他、実母 25.7％、実父 13.3％であった。
社会的養護以外の場合の養育者の経済状況は、その約４割が「厳しい」というもの
であった。
　触法行為についてどのように児童に説明しているかを尋ねたところ、「事実をあ
る程度伝えている」が 38.6％、「事実は伝えておらず、虚偽の説明をしている」が
11.9％、「特に何の説明もしていない」が 37.6％であった（表４）。子どもに何らか
の説明をしている場合の説明者は（多重回答）、養育者が 34.9％、児童相談所職員
が 35.8％、施設職員が 5.7％であった。一方、親族の触法行為に対する児童の認識
については、「気づいていると思う」が 49％、「気づいていないと思う」が 32.9％、「ど
ちらともいえない」が 18％であった。

　表５は触法者と子どもの接触頻度を示している。同居も含め「ほぼ毎日」が約
27％であり、それ以外の場合の場合は「無し」が 27.6％で最も多かった。触法者が
地域にいる場合でも、その多くは子どもとは別に暮らしていることがわかる。
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表４　子どもへの説明状況（社会内処遇・出所後等）
n %

事実をある程度伝えている 81 38.6 
児童に事実は伝えておらず、虚偽の説明をしている 25 11.9 
児童には、とくに何の説明もしていない 79 37.6 
不明 25 11.9 
合計 210 100.0
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表５　子どもと触法者との接触頻度（社会内処遇・出所後等）
n %

ほぼ毎日（同居） 57 27.1 
週 1回 7 3.3 
月 1～ 3回 32 15.2 
年 4～ 6回 15 7.1 
年 1～ 3回 30 14.3 
無し 58 27.6 
不明 9 4.3 
無回答 2 1.0 
合計 210 100.0

 表６　児童相談所と学校との連携（社会内処遇・出所後等）
n %

親族に触法者がいることは、学校側には伝えておらず、連携
もほとんどしていない 32 15.2 

親族に触法者がいることを学校側に伝えてはいないが、連携
はしている 39 18.9

親族に触法者がいることを学校側に伝え、連携している。 90 42.9 
未就学 31 14.5
その他（退学等） 5 2.4
無回答 13 6.2
合計 210 100.0

　また、児童相談所と学校との連携について尋ねている。表６は親族に触法者がい
ることを学校側に伝え連携をしているかという問いに対する回答である。触法者が
地域にいる場合も児童相談所と学校側との情報共有と連携が場合によっては行われ
ていないことがわかる。また、学校側の対応については「児童の家庭環境に配慮し、
児童に積極的に関わっている」が 45.7％、「不明」が 24.3％、「学校側が児童に積極
的に関わっている様子はあまりみられない」が 10.5％であった。
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４.考　察

　児童相談所がかかわっているケースの大多数は、触法者を親族にもつ子どもの中
でも、親族が受刑したことにより養育者が不在になったり、あるいは残された養育
者の養育能力に問題があるといった、言わば限られた一部のケースである。したがっ
て、本研究で得られたデータが触法者を親族にもつ子どもの全体像を示しているわ
けではない。また、回答者は多忙な業務の時間を割いて回答しているため、該当す
る全ケースについては答えられず、回答者がケースを選定した形跡も若干ではある
が見受けられる。しかし本研究を通して、親の触法行為が子どもにもたらす影響の
一端を明らかにすることが出来たと考える。回答のあった児童相談所の多くは地方
に位置しており、本研究で取り上げた「触法者を親にもつ子ども」の問題は、地方
の児童相談所が抱える課題の一つと推測することができる。
　子どもと触法者との関係では、実母が実父を大きく上回っていた。平成 24年の
入所受刑者数をみると、圧倒的に男子人員の数が勝っている（男性 22,555 人、女
性 2,225 人）（法務省 , 2013）。この男女比のみから予測すれば、子どもとの関係が
実父であるケースが多いはずである。しかし実際には実母の場合が多いのは、母親
の養育能力が子どもを支える になっているからであろう。すなわち、父親が逮捕・
受刑に至っても、残された母親に一定の養育能力があれば、子どもは引き続き親元
で生活していくことが可能であるが、母親が逮捕されると残された父親が一人で子
どもを養育することは難しく、祖父母等の力を借りることができなければ、児童相
談所が介入し社会的養護等の手段を模索することが多くなる。また、もともと母子
家庭であった場合は養育者不在となり、母親の服役を機に社会的養護に至らざるを
えなくなる。触法者が実父であり、社会的養護に至っている事例は、何らかの理由
で、その母親の養育能力に問題があった可能性が高い。
　たとえば、「母親が逮捕される前から子どもは施設で生活しており、逮捕前は面会・
外出・外泊が行われていたが、逮捕後はそれらが一切なくなってしまい、子どもが
寂しさを感じている。問題行動とまではいかないが、施設職員への甘えが強くなり、
わがままも増えてきている」という記述があった。このように、母親の精神的な問
題や経済的問題がもともとあって、親子関係が不安定であったところに、親の触法
行為を機に関係性が途絶えてしまうというパターンもある。とはいえ、仮に子ども
が社会的養護ではなく母親や祖父母のもとで生活できていても、経済状態が苦しい
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場合が多いことが本研究の結果から明らかになった。
　さらに、「出所後には一緒に暮らしたい」と子どもや扶養者が希望したとしても、
必ずしもすぐに同居できるわけではない。児童相談所としても、子どもが良好な環
境で家庭生活を送るためには、親の就労状況や精神状態、経済状態等を見極めた上
で同居の許可をおろさざるをえない。子どもの家庭生活を送る権利を保障するとい
う意味では、出来るだけ早く出所者が就労し、生活を安定させることができるよう
になるのが好ましいが、実際は前科者が職を手にし、経済状況を安定させることは
容易ではない。児童相談所はあくまでも子どもを主体とした相談機関であり、親の
就労支援等は業務外のため、別の機関や組織が出所者の就労支援や生活支援を丁寧
に行う必要があるのだが、現段階ではそのような支援を精力的に実施している機関・
組織は極僅かである。そのため、出所者の生活が安定せず、そのことが出所者の精
神状態にも影響し、再犯に至り、子どもとの別居状態が長引くことになる。
　実際、触法行為を行った親たちの逮捕頻度が複数回にわたっているケースも少
なくないことが本研究の結果からわかる。触法行為として多く挙げられているの
が、再犯率の高い窃盗と覚せい剤取締法違反であることを鑑みると、妥当な結果と
言えよう。平成 24年における女子の入所受刑者の罪名別構成比をみると、窃盗は
41.3％であり、覚せい剤取締法違反は 38.6％となっており、女子による触法行為の
８割をこの２つが占めている（法務省, 2013）。安定した地域生活の確立のためには、
依存症からの脱却に向けたアプローチも一つの大きな課題として挙げられる。
　一方で、本研究からは触法者から虐待を受けた可能性のある子ども及び虐待行為
を目の当たりにした可能性のある子どもが半数近くいた。実際、児童相談所につな
がった際の主訴として「自宅から閉め出され、夜間も一人で外をふらついている」「父
から大量に向精神薬を飲まされた」「身体的虐待により警察より通告」等、虐待に
かかわる理由が多数挙げられていた。これらの経験が子どもに及ぼす影響を十分に
理解しなければならない。とくに触法者から直接的に虐待を受けていた場合やその
可能性がある場合は、児童相談所が出所後の同居生活に特に慎重になるのは当然と
言えよう。触法者を親にもつ子どもの状況は多様であるとはいえ、本研究で回答が
寄せられたケースの多くは、触法行為以前から家庭環境が必ずしも良好ではなかっ
た可能性が高い。
　諸外国における既存の研究では、子どもに服役の事実を伝えた方が、子どもにとっ
ては良い影響があるという結果も得られているが（Poehlmann,2005）、本研究から
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は実際は事実とは異なる説明をしていたり、とくに何の説明もしていない場合が、
刑事施設入所中か否かに関わらず半数程度いることが明らかになった。自由記述で
は告知の難しさについてのコメントが複数寄せられていた。子どもへの告知の必要
性は、子どもをどのような存在としてとらえるか、本人の精神的な発達程度、事件
の内容等によって異なってくる。確かに児童相談所には触法行為や触法者の居場所
を子どもに伝える法的義務はない。しかし、告知の方法やその後の関わり方によっ
ては、触法者に対する拒絶感の増長、自己否定、規範意識の希薄化をもたらしかね
ない。したがって、告知に当たっては、誰がどのタイミングでどのように伝えるの
かといった判断を専門職者や触法者本人、養育者、親族等が慎重に話し合い決めて
いく必要があるだろう。
　告知については、関係者が足並みをそろえる体制作りも求められる。児童相談所
としてタイミングや説明方法について予め想定していても、何も知らされていない
親族が不適切な方法で事実を知らせてしまう可能性もある。また、他の子どもや近
隣住民からの心ない発言で、はじめて親族の居場所や触法行為について知るという
こともあり得る。本来はそのような事態は避けたいところであるが、実際、本研究
では子どもに説明をしていないにもかかわらず、子どもが触法行為や服役について
気づいている場合もあった。仮にそのような場合が生じてしまった際に、どのよう
な対応が必要になるのかについても検討していく必要がある。
　近年では、うつ病や統合失調症などの精神疾患について子どもに説明するための
絵本等も出版されている。このような取り組みも参考になる。また、アメリカでは
子ども向けテレビ番組の中でこの問題を取り上げており、触法者を親にもつ子ども
への告知方法の参考になるだけでなく、周囲の子どもたちの偏見除去という点でも
学ぶべき試みと言えよう。
　子どもに見られる行動面の問題については、「ある」が全体のおよそ３割であった。
特に他害行為と不登校が多いことが明らかになった。また、心理的傾向については、
約４割に課題が浮上しており、不安や攻撃性が強い傾向にあることが明らかになっ
た。親族の触法行為の後に見られているものであるとはいえ、親族の逮捕・勾留・
受刑といった事柄がこれらの行動上の問題や心理的傾向の直接的要因となっている
のかどうかを、本研究の結果のみから判断することは難しい。過去の虐待被害体験
が要因となっている可能性も高い。とはいえ、「子の前で親を逮捕するということ
は子へのダメージも極めて大きいと思われるため、目前での逮捕はできるだけ控え
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て欲しい」という意見が回答者から挙げられており、逮捕場面が子どもに与える影
響は少なくないと思われる。今後、さらなる検討を加え、告知されている群とされ
ていない群での差異や、社会的養護を受けている群とそれ以外の群との差異等を明
らかにする必要がある。また、社会的養護を受けている場合は、日常的に子どもを
みているのは児童養護施設の職員や里親、あるいは児童自立支援施設の職員である
ため、これらの施設職員の協力を得つつ、短期的長期的な行動心理傾向をより詳細
に検討していくことが求められる。
　触法者を親にもつ子どもへの対応は、諸外国の場合は学校が積極的に取り組ん
でいる（深谷 , 2013）。しかし日本の場合は、子どもの親が刑事施設にいることや、
触法行為の内容を必ずしも学校側が把握しているわけではないことが、本研究を通
して明らかになった。地域によっては児童相談所と学校が配慮の必要な子どもにつ
いての情報を十分に共有し、連携をとっている。ただし、すべての地域と言うわけ
ではなく、学校側は児童が施設で生活していることは知っているが、家庭環境まで
理解した上で子どもに関わっているわけではないこともある。ここには児童相談所
と学校との信頼関係のあり方、学校側の業務量や業務内容の問題、スクールソーシャ
ルワーカーの不足等、さまざまな課題が内包されているのではないだろうか。また、
学校以外の関係機関との連携にも課題があることが示唆されている。具体的には回
答者から、「実母が服役中から出所後の支援が必要と考え、病状や出所後の対応に
ついて支援機関と話し合おうとしたが、対応してもらえず、再度同じ状況になって
しまった。出所前から連携が出来れば違う結果になったのではないかと感じた」と
いう意見が挙げられている。
　本研究を通して、触法者が刑事施設にいる場合の触法者と子どもとの接触頻度
は、極めて少ないことが明らかになった。また、手紙のやり取りも活発に行われて
いるわけではない。子どもを触法者に会わせるかどうかは、児童相談所の職員が子
どもへの心理的影響や時期等を総合的に判断し決定しているが、仮に会わせられる
場合でも、刑務所という場所に子どもを連れて行くことに対する児童相談所職員の
抵抗感は弱くないだろう。過去の研究でも、親が勾留されている様子を目の当たり
にすることにより、親への愛着が不安定になる場合があることが明らかになってい
る（Poehlmann, 2005）。子どもの親への愛着に支障を来さないような面会室、児童
相談所職員が抵抗なく子どもを連れて行けるような面会室に変えていくことも家族
の再統合には必要な取り組みであろう。
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５.まとめにかえて

　本研究の目的は、触法者を親族にもつ子どもの実態と児童相談所等のかかわりに
ついて、アンケート調査により明らかにすることであった。本研究で報告されたケー
スの多くは、触法行為発生以前から家族環境に問題があったと考えられ、子どもの
３割に問題行動が、４割に心理的課題がみられたが、その要因を明らかにすること
は次の論考に残された研究課題となった。また、触法者が実母の場合に、児童相談
所がかかわることが多いことが明らかになっており、母親の養育能力をいかに支援
し補強していくかが、家族の再統合の になることが示唆された。地域における母
子家庭に対する支援はもちろんのこと、出所者に対する就労支援や生活支援、依存
症対策等の取り組みの充実が必要である。一方で、児童相談所と学校等の連携を再
検討し、さまざまな関係者が協働しながら子どもを見守る体制を作っていくことも
必要であろう。また、家族の再統合の促進という意味では、刑事施設の面会室の環
境や面会方法を見直すことも必要である。臨床上の課題としては、子どもに対する
告知をいかに進めていくかが問題となっている。子どもの知る権利を蔑ろにするこ
となく、健全な発達に向けた告知方法とタイミングを考える必要がある。
　言うまでもなく、触法者を親族にもつ子どもが必ずしも問題行動を起こしたり、
心理的な問題を抱えるわけではない。しかし、仮に憤りや悲しみを感じていても「強
いられた沈黙」ゆえにそれらの問題を表現できなかったり、周囲が子どもの呈する
サインを見逃すことがないよう、触法者を親族にもつ子どもの置かれている状況、
抱えやすい問題等への理解は引き続き深めていく必要がある。

※ 多忙な業務時間を割いて、調査にご協力いただいた児童相談所職員の方々に深
く御礼を申し上げたい。

※ 本研究を実施するに当たっては、平成 25年度北九州市立大学特別研究推進費を
受けている。
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注

1） 本研究における「触法者」には、刑法やその他の刑罰法規に規定する犯罪構成要件に該
当する有責かつ違法な行為を行った者と、違法行為を行ったが、心神喪失状態等の理由
により、刑事責任を問えない者の両方を含む。

2） 日本の加害者家族については、一家の働き手を失うことによる経済的危機、孤立感や罪
悪感等の心理的危機、就職や進学への影響や学校でのいじめ等の社会的危機に直面する
ことが報告されている（阿部、池、草場，2013）。
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